
注 文 書

１ 業務番号 2025001487

２ 業 務 名 資管委 令和 7年度 大崎市大規模下水道管路等空洞調査業務

３ 業務場所 大崎市 古川地域 外

４ 履行期限 令和 ８年 ２月 ５日

５ 添付書類

（１）特 記 仕 様 書

（２）参 考 明 細 書

（３）位 置 図

６ 担 当 課 上下水道部 下水道施設課



特 記 仕 様 書

第 1章 総則

１．目的

本業務は，大崎市（以下「発注者」という。）が保有する対象雨水施設と路面との間に道路陥没

に繋がるような空洞の有無について調査するものである。

２．適用範囲

本特記仕様書は，【大崎市大規模下水道管路等空洞調査業務】に適用するものとし，受注者

が厳守しなければならない事項を示すものである。これにより難い場合，またはこれに記載のない

ものについては，最新の「下水道維持管理指針」，「下水道施設維持管理積算要領」，「下水道管

路管理マニュアル」，「下水道管路管理積算資料」，「全国標準積算資料 土質調査・地質調査」

によるものとする。

本特記仕様書に疑義が生じた場合は，発注者と受注者との協議により決定する。

３．履行期間

本業務の履行期間は次のとおりとする。

履行期間 委託契約締結から令和８年２月５日まで

４．費用の負担

業務の検査等に伴う必要な費用は，本仕様書に明記のないものであっても，原則として受注者

の負担とする。

５．秘密の保持等

（１）受注者は，業務の遂行上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。

（２）業務の実施により得られた資料及び成果の所有は発注者に帰属するものとし，受注者は，発

注者の承諾なくこれらを公表してはならない。

６．法令等の遵守

（１）受注者は，業務を実施するに当たり，関連する法令，条例，規則等を遵守しなければならな

い。

（２）受注者が使役する全ての使用人等に対する関係緒法令の運用，適用は受注者の責任と負担

において行われなければならない。



７．中立性の堅持

受注者は，中立性を堅持するよう努めなければならない。

８．公益確保の義務

受注者は，業務を行うにあたっては公益の安全，環境その他の公益を害することのないように

努めなければならない。

９．官公署等への手続き

（１）受注者は，業務の履行期間中，関係官公署及びその他の関係機関との連絡を保たなければ

ならない。

（２）受注者は，業務の実施に当たり，受注者が行うべき関係官公署及び関係機関への届出等を，

受注者の責任と負担において，関係諸法令の定めるところにより行われなければならない。また，

届出等に先立ち，その内容を事前に発注者に報告しなければならない。

（３）受注者は，関係官公庁等との協議を必要とするとき，または協議を受けたときは，誠意をもっ

てこれにあたり，この内容を遅滞なく報告しなければならない。

１０．第三者の土地への立入り

受注者は，屋外で行う業務等を実施するため第三者の土地に立ち入る場合には，あらかじめ身

分証明書交付願いを発注者に提出して身分証明書の交付を受け，現地立入りに際しては，これ

を常に携帯しなければならない。なお，立入り作業完了後には速やかに身分証明書を発注者に返

却するものとする。

１１．損害賠償及び補償

（１）受注者は，下水道施設に損害を与えたときは，直ちに発注者に報告し，その指示を受けるとと

もに，速やかに現状復旧しなければならない。この場合において，現状復旧に要する費用は受

注者の負担とする。

（２）受注者は，業務の実施に当たり，万一，注意義務を怠ったことにより第三者に損害を与えた時

は，その復旧及び賠償に全責任を負わなければならない。

１２．工程管理

（１）受注者は，あらかじめ提出した業務計画書に従い，工程管理を適正に行わなければならない。

（２）業務の計画と実績とに差異が生じた場合は，必要な措置を講じて，業務の円滑な進捗を図ら

なければならない。



１３．打合せ及び記録

（１）受注者は，業務を適正かつ円滑に実施するため，発注者と密接な連絡をとり，必要な段階で

打合せを行うものとし，その内容については，その都度，打合せ記録簿を作成，発注者に提出し，

その確認を受けなければならない。

１４．参考資料の貸与

発注者は，業務に必要な業務成果品等の資料を貸与することができる。その際には発注者の

承諾に基づき，その都度貸与品借用書を提出するものとする。

第２章 安全管理

１．一般事項

（1）受注者は，公衆災害，労働災害及び物件損害等の未然防止に努め，労働安全衛生法，建設

工事公衆災害防止対策要綱等の定めるところに従い，その防止に必要な措置を十分講ずるこ

と。

（２）事故防止を図るため，安全管理については，業務計画書に明示し，受注者の責任において実

施すること。

２．安全教育

（１）受注者は，業務に従事する者に対して，定期的に当該業務に関する安全教育を行い，作業員

の安全意識の向上を図ること。

３．労働災害防止

（１）受注者は，現場の作業環境を常に良好な状態に保ち，機械器具その他の設備は常時点検し

て，作業に従事する者の安全を図ること。

（２）資格を必要とする諸機械を取り扱う場合は，必ず有資格者をあて，かつ，誘導員を配置するこ

と。

４．公衆災害防止

（１）作業中は，常時，作業現場周辺の居住者及び通行人の安全，並びに交通の円滑な処理に努

め，現場の保安対策を十分講ずること。

（２）作業現場には，業務内容を明示した標識を設けるとともに，夜間には十分な照明及び保安灯

を施し，通行人，車両交通等の安全の確保に努めること。

（３）作業区域内には，交通整理員を配置し，車両及び歩行者の誘導，並びに整理を行うこと。

（４）作業に伴う交通処理及び保安対策は，本仕様書に定めるところによる他，関係官公署の指示

に従い，適切に行うこと。



（５）前項の対策に関する具体的事項については，関係機関と十分協議して定め，協議結果を発

注者に報告すること。

５．その他

（１）受注者は，作業に当たって，下水道施設又はガス管等の付近では，絶対に裸火を使用しない

こと。

（２）万一，事故が発生した時は，業務計画書に示す緊急連絡体制に従い，直ちに発注者及び関

係公官署に報告するとともに，速やかに必要な措置を講ずること。

（３）前項の通報後，受注者は事故の原因，経過及び被害内容を調査の上，その結果を書面によ

り，直ちに発注者に届け出ること。

第３章 共通事項

１．一般事項

（１）受注者は，「業務計画書」に調査箇所及び方法などを定め，事前に監督員に報告し，承諾を

得たうえで作業に着手すること。

（２）作業に当たっては，必要な保護措置を講じ，雨水施設に損傷を与えないよう十分留意するこ

と。

（３）受注者は，作業に当たり，騒音規制法，振動規制法及び発注者の公害防止条例等の公害防

止関係法令に定める規制基準を遵守するために必要な措置を講ずること。

（４）受注者が発注者の指示に反して作業を続行した場合及び発注者が事故防止上危険と判断し

た場合は，作業の一時中止を命ずることがある。

（５）作業に当たり，道路その他の工作物を汚損させないこと。万一，汚損させた時は，作業終了の

都度，洗浄・清掃すること。

（６）作業終了時は，速やかに使用機器，仮設物を搬出し，作業箇所の清掃に努めること。



第４章 空洞調査等業務

１．業務内容

① 空洞調査（手押し型）

・函渠延長 L=211ｍ

・測線長 L=823ｍ

※測線長は，調査対象となる函渠断面幅の左右 0.5ｍを余裕幅とし，縦断面に 1ｍピッチで地中

レーダ探査を実施する想定により算出している。

２．調査箇所

本業務で実施する雨水施設の対象箇所は，位置図に記載する。

３．作業時間

調査にあたり道路上での作業を要する場合は，道路使用許可条件を厳守すること。

４．調査機材

調査に使用する機材は，常に点検し，完全な整備をしておくこと。

５．調査記録写真

受注者は，次の各項に従って調査記録写真を撮影し，調査完了時には工種ごとに工程順に編

集したものを調査記録写真帳に整理し，完了届に添付して調査職員に提出すること。

（１）撮影は，保安施設の状況，使用機材の設置状況，調査状況のほか，調査職員が指定する

内容について行うこと。

（２）写真には，件名，撮影場所，撮影対象及び受注者名を明記した黒板を入れて撮影するこ

と。

（３）写真は原則としてカラー撮影とし，そのその大きさは L版を基本とする。

６．成果品

受注者は，本業務の調査結果をとりまとめ，次の成果品を提出するものとする。

（１）報告書（A4 版，金文字黒表紙） ２部

①調査集計表 一式

②調査記録表 一式

③調査記録写真帳 一式

④打合せ協議録 一式

⑤その他の資料 一式



（２）電子記録媒体 一式

電子記録の媒体には，報告書の原稿及び撮影写真のデジタルデータを格納すること。

第５章 その他

１．異状箇所の報告

調査箇所において，路面に沈下，陥没等の異状を発見した場合には，すみやかに発注者に報

告すること。

２．積算の条件

積算については，別紙に示す条件を用いて積算している。

３．暴力団等の排除について

（１）この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成２５年６月１日施行。

以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは，契約を解除することがあ

る。

（２）本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ，若しくは

受注させてはならない。また，この契約の下請け若しくは受注をさせた者が，排除規則の措置要

件に該当すると認められるときは，当該下請契約等の解除を求めることがある。

（３）この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不

当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査上必要な協力を行うとと

もに，発注者へ報告すること。また，この契約の下請負若しくは受注をさせた者が，暴力団員等

から不当要求又は妨害を受けたときは，同様の措置を行うよう指導すること。なお，暴力団員等

から不当要求又は妨害を受け，適切に警察への通報，捜査協力及び発注者への報告が行わ

れた場合で，これにより，履行遅延等が発生すると認められるときは，必要に応じて，工程の調

整又は履行期限の延長等の措置を講じる。



（別紙）

積算条件明示書

【採用単価等】

・建設機械等損料単価 令和 6年 10月以降版

・適用労務単価（土木） 令和 7年 4月

・適用労務単価（測量） 令和 7年 5月

・適用消費税率 10％

【補正係数】

・測線長補正

計画・準備費 0.92

現地踏査資料検討費 0.92

解析費 0.92

報告書作成費 1.00

観測費 0.92

測線設定費 0.92

・熱中症対策費率 補正なし（対象工事指定）



《大崎市大規模下水道管路等空洞調査業務》

【参考資料】

交通誘導警備員の配置人数について

調査期間中の交通管理に要する「交通誘導警備員」の数量については，交通誘導警備員

が必要と想定される主な作業に要する日数を調査箇所間の移動を考慮し算出している。

○当該工事区間に於ける配置人数

・調査区間の前後に交通誘導警備員Ｂを配置する。

・参考配置人数：２人

・昼夜別：昼間

・交代要員の有無：無

追記

１）所轄警察署との交通協議により，交通誘導警備員の配置変更等があった場合には，

別途協議のうえ設計変更することができる。

２）施工数量に変更が生じた場合において，これと連動する交通誘導員の計上日数が

変更となるときは，別途協議のうえ設計変更することが出来る。

３）交通誘導警備員の定義は次のとおり

交通誘導警備員Ａ：警備業者の警備員で，交通誘導警備業務に係る一級検定合格警

備員又は二級検定合格警備員

交通誘導警備員Ｂ：警備業者の警備員で，交通誘導警備員 A以外の誘導警備員
（大崎市では，過去３年以内に建設業協会等が主催した建設工

事の事故防止のための安全講習会受講者も認める）

以上



工事概要

設 計 者 設計検討者

氏 名 氏 名

令 和 7 年 度 工事名 資管委　令和7年度　大崎市大規模下水道管路等空洞調査業務

工期 令和  年  月  日 から 令和 8年 2月 5日 まで

起　　　　工　　　　理　　　　由

検 算 済
検 算 日 令和７年　 月 　日

検算者
印

地中レーダ探査

　・一般調査　L=0.82km

　・解析等調査　L=0.82km

課
長
印

































 測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R4JHs 53-GISMAP55297
 号
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